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①労働者派遣法にかかる注意点

②同一労働同一賃金にかかる労使協定について

③派遣元事業所における法令違反・不適切事例等

本日の内容
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①労働者派遣法にかかる注意点について
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適用除外業務に係る制限（派遣法第４条第１項）
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○派遣を行ってはならない業務

① 港湾運送業務

② 建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊

若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいう。）

③ 警備業務

④ 病院等における医療関係業務

 ※へき地における医師・看護師等の労働派遣は認められている

※社会福祉施設等で行われる医療関係業務は、労働者派遣の対象になる

○需給調整事業室への相談・情報提供の例

• 派遣元の担当者から運搬業務と聞いていたが、工事現場での資材運搬だった

違法だと思い派遣元の担当者に相談したが、問題ないと返事があった

• 施工管理業務として派遣されているが、派遣先から現場工事もするよう指示

があった

何人も、下記のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。



派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止
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派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者の特定を目
的とする行為に協力してはならない

○具体的な禁止行為の例
• 派遣先からの派遣労働者の指名行為に応じる
• 派遣先による派遣労働者の事前面接への協力
• 派遣先への履歴書の送付

○需給調整事業室への相談・情報提供の例

• 派遣元の担当者が、派遣先での事前面接の日程調整や同行など協力している

• 派遣元の担当者が、派遣先に履歴書を提供している

○派遣元責任者の方へのお願い
• 派遣元責任者等以外の担当者（いわゆる営業担当者）が不適切な対応や誤解

を招く対応をしていると思われるケースが見受けられます
• 派遣労働者からの相談や苦情等に対して、いわゆる営業担当者から派遣元責

任者に伝達されておらず、いわゆる営業担当者のみで対応した結果、不適切
な回答や対応となっていると思われるケースも見受けられます

• 派遣元責任者は派遣業務に従事する担当者に対して、労働者派遣制度の周知
と連絡体制について整えていただきますようお願いします



②同一労働同一賃金にかかる
労使協定について
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派遣労働者の同一労働同一賃金については、派遣元事業主に対し、

「派遣先均等・均衡方式」 又は 「労使協定方式」 のいずれかの待遇決定方式

による公正な待遇の確保を義務づけている

「派遣先均等・均衡方式」：派遣先の通常の労働者と比較して、派遣労働者の待遇を確保

「労使協定方式」：一定の要件を満たす派遣元の労使協定により、派遣労働者の待遇を確保

○ 派遣元が「派遣先均等・均衡方式」を選択している場合には、派遣先は「比較対象
労働者の情報」を派遣元に提供することが必要

○ 派遣元が「労使協定方式」を選択している場合には、派遣先は「業務の遂行に必要
な能力を付与するための教育訓練」と「福利厚生施設（給食施設、更衣室、休憩
室）」の待遇のみ 情報提供が必要（※「比較対象労働者」の情報提供は不要）

派遣先の通常の労働者

派遣先均等・均衡方式 労使協定方式

派遣元 派遣先

派遣労働者の待遇決定方式について (1/3)
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内容を「一般労働者の賃金（一般賃金）額と同等以上」とするなど要件がある。

派遣労働者の職務の内容、
職務の成果、意欲、能力又
は経験その他の就業の実態
に関する事項の向上があっ
た場合に賃金が改善される
ものであること。

派遣元事業主は、過半数労働組合又は過半数代表者（過半数労働組合がない場合

に限る）との間で、一定の事項を定めた協定を書面で締結したときは、一部の待

遇を除き、協定に基づき待遇を決定することとなる。また、協定を締結した派遣

元事業主は、協定を労働者に周知しなければならない。【派遣法第30条の４】

労使協定方式

派遣労働者の待遇決定方式について (2/3)
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労使協定方式

派遣労働者の待遇決定方式について (3/3)
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【労使協定に定める事項】
① 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
② 賃金決定方法

（同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上、
職務の内容等が向上した場合に賃金が改善）

③ 職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④ 賃金以外の待遇決定方法

（派遣元の通常の労働者（派遣労働者除く）との間で不合理な相違がない）
⑤ 段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥ 有効期間 など

○同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金（以下「一般賃金」と
いう）について
• 職業安定局長通知により毎年示される（「派遣 一般賃金」等で検索）
• 令和８年度適用については令和7年8月25日に示されている
• 協定対象派遣労働者の賃金が一般賃金と同等以上となるよう、定期的に労使

協定の内容を見直し及び再締結する必要がある
• 特に令和８年度適用分については、前年度から多くの職種で一般賃金が上昇

していることから、多くの職種で協定対象派遣労働者の賃金の改定が必要
• 当室では労働者派遣事業報告書に添付された労使協定書の写しを点検し、是

正や改善が必要と判断された場合には、修正と再締結の指導を行っている



③派遣元事業所における
法令違反・不適切事例等
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指導監督件数(225件)に対する違反件数の割合
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※令和６年度に茨城労働局において指導監督を
行った225事業所のうち、是正指導を行った事業
所数は、166事業所（73.8%）である。ひとつの
事業所に対して、複数事項を指導することがあ
り、違反件数は延べ件数である。

茨城労働局需給調整事業室

55件 48件

18件
39件

派遣元事業所の指導監督により確認した違反事項の概況
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① 労使協定書における一般賃金の算出【13p】
└ 計算方法の誤り（端数処理、年度誤り、最低賃金未満など）

② 労働者派遣（個別）契約の締結前にあらかじめ受け取る書類等【17p】
└ 抵触日の通知、待遇に関する情報提供の未受領

③ 労働者派遣（個別）契約【20p】
└派遣先事業所の名称及び所在地の誤り

④ 待遇に関する事項等の説明【25p】
└ 賃金額見込みの説明不足、労使協定有効期限の未記載

⑤ 就業条件等の明示【28ｐ】
└ 業務に伴う責任の程度、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置の誤り

⑥ 派遣先への通知【33ｐ】
└ 協定対象派遣労働者であるか、保険未加入理由の未記載

⑦ 派遣元管理台帳の作成【35ｐ】
└ 協定対象派遣労働者であるか、労働契約の期間、教育訓練時間の未記載

⑧ 指揮命令者、苦情の申出を受ける者、派遣元（先）責任者【39ｐ】
└ 部署、氏名、製造業務専門派遣元（先）責任者の誤り

⑨ マージン率等の情報提供【40ｐ】
└ マージン率の端数処理、労使協定、キャリアコンサルティング窓口の誤り

指導において頻繁に見受けられる事例（全体像）
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指導において頻繁に見受けられる事例①

労使協定書における一般賃金の算出①（1/2）
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• 一般基本給・賞与等（表「１」×表「２」）を算出した結果、１円未満の端数が生じた場合、
その時点で、当該端数を切り上げる

• 一般基本給・賞与等に退職手当として退職割合５％を乗じ（表「２」×1.05）、１円未満の
端数が生じた際も当該端数を切り上げる



指導において頻繁に見受けられる事例①

労使協定書における一般賃金の算出①（2/2）
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• ×基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値の0年から3年が令和7年度の値
• ×地域指数が令和7年度の値(令和8年度：101.0)
• ×一般基本給・賞与等（表「１」×表「２」）を算出した結果の1円未満を四捨五入
• ×一般基本給・賞与等に退職手当として退職割合５％を乗じ（表「２」×1.05）算出した結

果の一円未満を切り捨て
• ×一般の労働者の1時間当たりの通勤手当に相当する額が令和7年度の値(令和8年度：79円)

×令和7年度の値

×１円未満を四捨五入

×１円未満を切り捨て

×令和7年度の値

×令和7年度の値



指導において頻繁に見受けられる事例①

労使協定書における一般賃金の算出②（1/2）
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• ×地域調整した結果、茨城県の地域別最低賃金額1,074円（令和7年10月12日発効）を下
回っている

1,074円

＜



指導において頻繁に見受けられる事例①

労使協定書における一般賃金の算出②（2/2）
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• 地域調整した結果、茨城県の地域別最低賃金額1,074円（令和7年10月12日発効）を下回っ
ているため、表「３」のとおり、地域別最低賃金額を基準値（０年）の額とした上で、当該
額に能力・経験調整指数を乗じることにより、一般基本給・賞与等の額を算出（１円未満の
端数切り上げ）
（例）1,074円×（能力・経験調整指数 1年）1.138=1,223円（1,222.212）

1,074円×（能力・経験調整指数 2年）1.218=1,309円（1,308.132）
• 特定最低賃金の場合も同様の取扱
• 最低賃金額が変更された場合、一般基本給・賞与等の額が最低賃金額を下回っているか確認

及び見直しが必要
• 併せて協定対象労働者の賃金が一般賃金と同等以上になるように確認及び見直しが必要

茨城最賃 0年×1.138 0年×1.218 0年×1.248 0年×1.336 0年×1.427 0年×1.774



指導において頻繁に見受けられる事例②

労働者派遣（個別）契約の締結前にあらかじめ受け取る書面等
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○抵触日の通知について（派遣法第２６条第５項）
• 派遣元事業主は抵触日の通知がないときは、労働者派遣契約を締結してはなら

ない
• 対象外：派遣可能期間の制限に該当しない労働者のみ派遣する労働者派遣契約

・無期雇用労働者 ・60歳以上の労働者
・有期プロジェクト業務 ・日数限定業務
・産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務

○比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供について(待遇に関する情報提供)
  （派遣法第２６条第９項）

• 派遣元事業主は比較対象労働者の待遇等に関する情報提供がないときは、労働
者派遣契約を締結してはならない

• 労働者派遣契約の都度、あらかじめ受け取る必要がある
• 書面等（書面の交付、ＦＡＸ、電子メール等）で受け取る必要がある

• 指導例：×最初の労働者派遣契約時に書面等で受けたが、2回目以降の労働者派
遣契約時には受け取っていない
×書面等で受け取らず口頭で受けている



指導において頻繁に見受けられる事例②

抵触日の通知 記入例
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指導において頻繁に見受けられる事例②

待遇に関する情報提供 記入例 ※労使協定方式の場合

19

「派遣先均等均衡方式」「労使協定方式」いずれの場合でも、
派遣契約の都度待遇に関する情報提供が必要。



指導において頻繁に見受けられる事例③

 労働者派遣（個別）契約（派遣法第26条第１項）

20

恒常的に取引先との間に労働者派遣をする旨の基本契約を締結し、個々具体的に労働者
派遣をする場合に個別に就業条件をその内容に含む個別契約を締結するケースが多い。
⇨ 派遣法第２６条の派遣契約は、後者の個別契約をいうものである。

【労働者派遣（個別）契約にて定めるべき事項】
① 派遣労働者が従事する業務の内容
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
③ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就

業の場所並びに組織単位【21p】
④ 就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項【39ｐ】
⑤ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑥ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
⑦ 安全及び衛生に関する事項
⑧ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項【39ｐ】
⑨ 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な

措置に関する事項
⑩ （紹介予定派遣に係る派遣労働者の場合）紹介予定派遣に関する事項
⑪ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項【39ｐ】
⑫ 就業日外労働（時間外労働）及び時間外労働
⑬ 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与
⑭ 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措
⑮ 労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否かの別
⑯ 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 など



指導において頻繁に見受けられる事例③

 労働者派遣（個別）契約（派遣法第26条第１項）
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○派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地
その他派遣就業の場所並びに組織単位

• 派遣先事業所の名称及び所在地
• 派遣就業の場所（部署）、電話番号等
• 組織単位

派遣先事業所とは ・工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること
     ・経営の単位として人事、経理、指導監督、働き方などがある程度独立していること
    ・施設として一定期間継続するものであること
などの観点から実態に即して判断する。 ※雇用保険適用事業所に関する考え方と基本的に同一
なお、雇用保険適用事業所の非該当承認を受けている場合は、直近上位の組織に包括して全体を一の事業

所として取り扱う。（労働者派遣事業関係業務取扱要領第７の５(3)ロハ）

（記入例）
・茨城支店：下位の組織である県内営業所を含め人事、経理など行い、雇用保険適用事業所となっている
・土浦営業所：営業所長と営業担当のみ配属され、人事、経理などは茨城支店で行っている

指導例：
×定められていない
×土浦営業所を定めている



指導において頻繁に見受けられる事例③

 労働者派遣（個別）契約書 記入例 (1/3)
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指導において頻繁に見受けられる事例③

 労働者派遣（個別）契約書 記入例 (2/3)

23



指導において頻繁に見受けられる事例③

 労働者派遣（個別）契約書 記入例 (3/3)

24



指導において頻繁に見受けられる事例④

 待遇に関する事項等の説明（雇用しようとするとき）

25

派遣労働者として就労する労働者が、実際の就労時の賃金の額の見込み等を事前に把握
し、安心・納得して働くことができるよう、派遣元に対し説明義務を課すものである。

【説明すべき待遇に関する事項等】
① 派遣労働者として雇用した場合の賃金額の見込み（書面の交付等が必要）
② 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入に関する事項
③ その他の待遇に関する事項（想定される就業時間、就業日、就業場所、派遣期間等）
④ 派遣元の事業運営に関する事項（派遣元事業主の会社の概要）
⑤ 労働者派遣制度の概要
⑥ キャリアアップ措置（教育訓練やキャリアコンサルティング）の内容

・派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、説明しなければならない
①については書面の交付、ＦＡＸ、電子メールにより行う
②～⑥については書面の交付、ＦＡＸ、電子メール、口頭、インターネットなどにより行う

・面談や面接の際に賃金額の見込みについて求人票を交付し説明し、その他の事項について
求人票 や会社パンフレットなどを使用し説明を行っているケースが多い

・指導例：×賃金額の見込みについて口頭のみで説明を行った



指導において頻繁に見受けられる事例④

待遇に関する事項等の説明（雇い入れしようとするとき）

26

派遣労働者にとって重要である労働条件に関する事項の明示義務を課すものである。

【明示すべき労働条件に関する事項】
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ 協定対象派遣労働者であるか否か

（協定対象派遣労働者である場合は、当該協定の有効期間の終期）
⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

・派遣労働者として雇い入れようとするときに
文書の交付等にて明示しなければならない

・有期雇用派遣労働者については、有期雇用契
約の都度、上記の明示が必要

・派遣労働者が無期雇用から有期雇用に変更に
なった場合は特に注意が必要

・①②③を労働条件通知書等に含め、④⑤を就
業条件明示書に含め同時に交付し明示を行っ
ているケースが多い

・有期労働契約の契約更新時の賃金改定は
「昇給」に当たらない

・指導例：×④の明示を全く行っていない又は協
定の有効期間の終期の明示を行っていない



指導において頻繁に見受けられる事例④

 待遇に関する事項等の説明（派遣しようとするとき）

27

派遣元に対し、派遣先の変更等による均等・均衡待遇の確保により大きく変更されるこ
とがあり得る労働条件に関する事項について、労働派遣の都度明示する義務を課したも
のである。

【明示すべき労働条件に関する事項等】
① 賃金の決定等に関する事項
② 休暇に関する事項
③ 昇給の有無
④ 退職手当の有無
⑤ 賞与の有無
⑥ 協定対象派遣労働者であるか否か

（協定対象派遣労働者である場合は、
当該協定の有効期間の終期）

・労働者派遣をしようとするときに文書の交付等
にて明示しなければならない

・派遣先均等・均衡方式の場合は①～⑥、労使協
定方式の場合は⑥を明示しなければならない

・労使協定方式の場合は⑥を就業条件明示書に含
め交付し明示を行っているケースが多い

・指導例：×⑥の明示を全く行っていない又は協
定の有効期間の終期の明示を行っていない



指導において頻繁に見受けられる事例⑤

就業条件等の明示（派遣法第34条）

28

派遣元事業主、派遣先、派遣労働者の三者間において就業条件等を明確化し、トラブル
の発生を防止するとともに、派遣労働者が当該労働者派遣に係る期間制限を認識できる
ようにすることは派遣労働者のためにも望ましく、また、派遣先の事業所単位の期間制
限及び派遣労働者個人単位の期間制限の規定を遵守させるためにも有用であると考えら
れるためのものである。

【明示すべき就業条件等】
① 派遣労働者が従事する業務の内容
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度【29p】
③ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業

の場所及び組織単位【21p】
④ 就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項【39p】
⑤ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑥ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
⑦ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項【39p】
⑧ 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日
⑨ 派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日
⑩ 労働契約申込みみなし制度
⑪ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項【39p】
⑫ 派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
⑬ 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な

措置に関する事項【29p】
⑭ 健康保険被保険者資格取得届等の書類が行政機関に提出されていない場合は、その理

由 など



○労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るた
めに必要な措置に関する事項

• 労働者派遣個別契約書の内容
派遣元と派遣先で定める事項（解除の事前申入れ、派遣先における就業機会
の確保、損害賠償等に係る適切な措置、解除の理由の明示）

• 就業条件明示書の内容
派遣元が派遣労働者に行う措置（派遣先と派遣元において新たな就業機会の
確保、休業等を行った場合の休業手当等の支払い及び解雇する場合は解雇予

   告や解雇予告手当の支払い等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと）

• 指導例：×労働者派遣個別契約書の内容（派遣元と派遣先で定める事項）
になっている

指導において頻繁に見受けられる事例⑤

 就業条件等の明示（派遣法第34条）

29

○派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
• 指導例：×就業条件明示書に明示されていない



指導において頻繁に見受けられる事例⑤

 就業条件明示書 記入例 (1/3)
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指導において頻繁に見受けられる事例⑤

 就業条件明示書 記入例 (2/3)
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指導において頻繁に見受けられる事例⑤

 就業条件明示書 記入例 (3/3)
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指導において頻繁に見受けられる事例⑥

派遣先への通知（派遣法第35条）

33

労働者派遣契約の適正な履行を確保する観点から、労働者派遣する派遣労働者の氏名の
ほか、当該派遣労働者の派遣就業に係る就業条件と当該労働者派遣契約に定めた就業条
件の関係を明確にする等派遣先における適正な派遣労働者の雇用管理を確保するために
必要な情報を通知させるものである。

【通知すべき事項】
① 派遣労働者の氏名及び性別
② 派遣労働者が60歳以上の者であるか否かの別
③ 派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨
④ 派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢
⑤ 協定対象派遣労働者であるか否かの別
⑥ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者であるかの別
⑦ 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出

の有無（「無」の場合は、当該書類が提出されていない具体的な理由）



指導において頻繁に見受けられる事例⑥

 労働者派遣通知書 記入例

34



指導において頻繁に見受けられる事例⑦

 派遣元管理台帳の作成（派遣法第37条）

35

派遣元管理台帳は、派遣元事業主が派遣先において派遣就業する派遣労働者の雇用主と
して適正な雇用管理を行うためのものである。
派遣元管理台帳は、労働者派遣の終了日を起算日として３年間保存しなければならない。

【派遣元管理台帳に記載すべき事項】
① 派遣労働者の氏名
② 協定対象派遣労働者であるか否かの別【36p】
③ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別

（有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間）【36p】
④ 60歳以上の者であるか否かの別
⑤ 派遣先の氏名又は名称、派遣先の事業所の名称、派遣先の事業所の所在地その他派遣

就業の場所及び組織単位【21p】
⑥ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑦ 始業及び終業の時刻
⑧ 従事する業務の種類
⑨ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度【29p】
⑩ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
⑪ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項【39p】
⑫ 派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
⑬ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無（「無」の

場合は、当該書類が提出されていない具体的な理由）
⑭ 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項【36p】
⑮ キャリアコンサルティングを行った日とその内容に関する事項
⑯ 雇用安定措置の内容及び雇用安定措置を講ずるに当たって聴取した希望の内容 など



○無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別
（有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間）
• 有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間を記載する必要がある。

※労働者派遣の期間とは別の事項になるため注意

• 指導例：×有期雇用派遣労働者である旨は記載されているが、
労働契約の期間が記載されていない

指導において頻繁に見受けられる事例⑦

 派遣元管理台帳の作成（派遣法第37条）

36

○協定対象派遣労働者であるか否かの別
• 指導例：×派遣元管理台帳に記載されていない

○段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項
• 教育訓練を行った日付と時間とその内容を記載する
• 教育訓練実施一覧や教育訓練日報など別紙にて管理しているケースもある

• 指導例：×教育訓練を行った日付とその内容は記載されているが、
教育訓練を行った時間が記載されていない



指導において頻繁に見受けられる事例⑦

 派遣元管理台帳 記入例 (1/2)
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指導において頻繁に見受けられる事例⑦

 派遣元管理台帳 記入例 (2/2)
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指導において頻繁に見受けられる事例⑧

 指揮命令者、苦情の申出を受ける者、派遣元責任者及び派遣先責任者

39

○指揮命令者、苦情の申出を受ける者、派遣元責任者及び派遣先責任者
• 記載及び明示すべき内容(労働者派遣事業関係業務取扱要領)

指揮命令者 ：部署、役職、氏名
苦情の申出を受ける者 ：部署、役職、氏名、電話番号
派遣元責任者及び派遣先責任者： 役職、氏名、連絡方法

• 指導例：×内容が不足している ×前の担当者の氏名になっている

○製造業務専門派遣元責任者及び製造業務専門派遣先責任者
• 製造業務専門派遣元責任者

製造業務に従事させる派遣労働者1人以上100人以下を1単位とし、1単位につ
き1人以上選任する

• 製造業務専門派遣先責任者
製造業務に従事させる派遣労働者1人以上100人以下を1単位とし、1単位につ
き1人以上選任する（50人以下の場合、派遣先責任者の選任は要するが、製造
業務専門派遣先責任者の選任は要しない）

• 指導例：×製造業務専門派遣元責任者である旨の記載がない
×製造業務専門派遣先責任者である旨の記載がない

○
14.
製造業務専門
派遣元責任者

×
15. 
派遣先責任者



指導において頻繁に見受けられる事例⑨

マージン率等の情報提供（派遣法第23条第5項）

40

派遣元事業主は、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である事項（情報提供
すべき事項参照）について情報の提供を行わなければならない。

【情報提供すべき事項】
① 派遣労働者の数
② 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数（派遣先事業所数）
③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額
④ 派遣労働者の賃金の額の平均額
⑤ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を

当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合（マージン率）
⑥ 法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等

（締結している場合は協定対象派遣労働者の範囲と有効期間の終期）
⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項(注1)
※情報提供すべき数値については、直近の数値が望ましいが、直近の「労働者派遣事業報告
書」の数値を記載しても差し支えない。
(注1)：キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容（その概要を含む）やキャリアコン
サルティングの相談窓口の連絡先を情報提供すること。

指導例：×マージン率の端数処理が誤っている
×労使協定の締結について全く情報提供していない
×労使協定を締結しているが協定対象派遣労働者の範囲と有効期間の終期を

情報提供していない
×キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先を情報提供してない



指導において頻繁に見受けられる事例⑨

 マージン率等の情報提供（派遣法第23条第5項）

41

○マージン率の端数処理について

•

• 小数点1位未満は四捨五入（派遣法施行規則第18条の２第2項）
• 指導例：派遣料金の平均額（1日8時間） ＝ 24,203円

派遣労働者の賃金の平均額（1日8時間）＝ 15,590円
マージン率＝35.586…

⇒○35.6%（小数点1位未満を四捨五入）
⇒×35.５%（小数点1位未満を切り捨て）
⇒×36%（小数点以下を四捨五入）
⇒×35.59%（小数点2位未満を四捨五入）

マージン率＝ 派遣料金の平均額 － 派遣労働者の賃金の平均額
派遣料金の平均額



指導において頻繁に見受けられる事例⑨

 マージン率等の情報提供 記入例

42



• 茨城労働局ＨＰにて派遣事業関係
書類の記入例を公開しています

• 本セミナーで使用した記入例も掲
載されています

• 「茨城局 派遣 記入例」で検索
または、下記ＵＲＬからご参照く
ださい。

派遣事業関係書類記入例について

43

URL：

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/ro
udousha_haken/hourei_seido/entry_exa
mple.html



需給調整事業室の説明は以上になります。

最後までご参加いただきありがとうございました。

セミナー終了後にアンケートが送信されます。
アンケートにご協力お願いいたします。

続きまして、労働関係法令について説明します。
準備をしますのでお待ちください

44
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